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令和３年１２月専決補正予算（第２０号）の概要 
 

 国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に伴う住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金給付事業費及び子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）給付事業費そ

の他について予算を補正する必要が生じましたが、特に緊急を要したため、１２月２１日

に専決処分しました。 

 

 

【補正予算額】 一般会計 １０６億９，５６２万４千円 
 

 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費（給付金、事務費） 

                   ７９億２，７９２万４千円 

 

 ・子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）給付事業費（給付金、事務費） 

                     ２７億６，７７０万円 

担当所属 企画財政部財政課 

担 当 者  山野 

直 通 095-829-1126 

内 線 2314 



Ⅰ 一般会計予算 10,695,624 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

10,695,624

1 7,927,924
臨時特別
給付金室

(1) 給付金 7,580,300

(2) 事務費 347,624

2 2,767,700 子育て支援課

(1) 給付金 2,763,000

(2) 事務費 4,700

令和3年度　一般会計補正予算（第20号）の主な内容

内　　　　容

 3 款　　民　生　費

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響
が様々な人々に及ぶ中、0歳から18歳までの子どもがいる
世帯に対し、1人当たり10万円相当の給付を行う子育て世
帯への臨時特別給付金給付事業のうち、既に予算計上し
ている現金での先行給付金5万円を除く残りの5万円の給
付を行うもの。

【対象児童】
平成15年4月2日～令和4年3月31日までに出生したもの

【対象児童数】55,260人

【支給対象者】
対象児童を養育し、児童手当（本則給付）の所得条件を
満たすもの。（所得制限限度額未満）
　※所得制限限度額（扶養人数で限度額が設定される）
　　〔モデルケース〕
　　　扶養親族等が3人（児童2人と年収103万以下の
　　　配偶者等）の場合、児童を養育している者の
　　　収入額の目安は、年収が960万円未満となる。

【支給時期等】
　左表のとおり

【支給方法】現金10万円を一括

【財源】国10/10

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費に係る事務費
を計上するもの。

【財源】国10/10

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生
活・暮らしにお困りの方々への支援として、住民税非課
税世帯等に対して1世帯当たり10万円の給付金を給付する
もの。

【給付対象者】
①　基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の
　　令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
②　①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を
　　受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情
　　にあると認められる世帯（家計急変世帯）

【給付対象世帯数】75,803世帯

【給付開始時期】令和4年2月下旬（予定）

【給付額】1世帯あたり10万円

【財源】国10/10

臨時特別給付金給付事業費に係る事務費を計上するも
の。

【財源】国10/10

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金給付事業費

子育て世帯への臨時特別給付（追加給付
金）給付事業費

※ 繰越明許費は、「臨時特別給付金給付事業費」及び「子育て世帯への臨時特別給付金給付事
業費」の2件を計上。

支給対象者 申請 支給予定時期

・児童手当受給者
　【公務員以外＋施設等設置者】
　（新生児養育者含む）

不要
令和3年12月24日
新生児については
令和4年1月下旬以降

・児童手当受給者【公務員】
　（新生児養育者含む）
・高校生等養育者
　（児童手当受給者を除く）
・高校生等に係る施設等設置者

要 令和4年1月下旬以降


